
　現在、平成18年度の市税については、左の税目が納期限を経過しています。
　納期限後、一定期間が経過しても納付がない場合は督促状を発送していますが、
その後も納付がない場合は延滞金が加算されることがあります。領収書などで、
納め忘れがないかご確認ください。
　また、催告書が送付された後も納付されない場合は、差押えなどの強制処分と
なることもありますので、納付したか確認できないとき、すぐに納付できないと
きなどは、市税務課収納対策室へご連絡ください。

　　市税の納付には、便利で確実な口座振替のご利用をおすすめします。
　　口座振替で納付していただきますと、出かける手間が省け、納付のし忘れを心配する必要がありません。

　　口座振替による納付の場合は、各納期限（口座振替日）にご指定の口座から振替えさせていただきます。
　　振替額は、納税通知書に記載されているとおりです。

振替対象の市税
　○固定資産税
　○個人市県民税（普通徴収分）
　○軽自動車税
　○国民健康保険税
　※介護保険料・上下水道使用料なども口座振替ができますので、
　　各担当課にお問い合わせください。

口座振替のお申込み方法
　次の金融機関の窓口でお申込みいただけます。
　　●常陽銀行　●茨城みなみ農協　●みずほ銀行　●三井住友銀行　●関東つくば銀行　●茨城県信用組合
　　●茨城銀行　●水戸信用金庫　　●東日本銀行　●結城信用金庫　●郵便局

　■申込みに必要なもの
　　・預貯金通帳（または、口座番号の確認できるもの）
　　・通帳の届出印
　　・口座振替依頼書（金融機関窓口または市税務課収納対策室にあります。）

　※口座振替をお申込み中であっても、残高不足などにより口座引き落とし
　　できない場合があります。その場合は、納付書で納めていただくことに
　　なりますのでご注意ください。

　所得税・消費税の申告相談は平成19年２月１日㈭～４月２日㈪の間、税務署会議室（３号館）で行います。
（土・日・祝日は平成19年２月18日㈰、25日㈰のみ行いますが、当日の現金納付は取扱いません。）
　・受付時間は午前９時～午後５時（午後０時15分～１時の間は、申告書の
　　受付と用紙の配布などに限り行います。）

　・所得税の申告期限は平成19年３月15日㈭までです。駐車場が狭いので、
　　車での来署はご遠慮ください。

給与所得者および年金所得者の還付申告説明会について
　確定申告期間中の申告会場は、大変混雑します。
　説明を聞きながら確定申告書が作成できますので、ぜひこの説明会をご利用ください。

開催市町村 開　催　日 開　催　場　所
受  付  時  間  と  対  象  者

午前10時～ 10時30分 午後１時～１時30分

つくば市

２月１日㈭
市役所桜庁舎４階第４会議室 年末調整済給与所得者で

住宅借入金等特別控除を
受けられる方

①給与所得のみの方
②年金所得のみの方
③給与所得・年金所得
　のみの方

２月２日㈮

２月５日㈪ 研究交流センター２階第２会議室

２月６日㈫ 市民ホールやたべ２階第１会議室

２月７日㈬ 茎崎公民館２階大会議室 上記、住宅借入金特別控除以外の方

つくばみらい市 ２月８日㈭ 谷和原公民館 上記、住宅借入金特別控除を受けられる方

  還付申告の際にお持ちいただくもの

◎共通して必要なもの
　①平成18年分の給与所得や公的年金などの源泉徴収票（原本）
　②認印
　③申告される方の預貯金口座番号（還付金の受取先）のわかるもの

○医療費控除の申告をされる方
　①平成18年中に支払った医療費の領収書（事前に支払金額の集計をしておく）
　②保険金などで補てんされる金額のわかるもの

○住宅借入金等特別控除の申告をされる方
　①住民票の写し
　②家屋の登記簿謄（抄）本または登記事項証明書
　③請負契約書または売買契約書など、家屋の取得価額・増改築費用を明らかにできる書類（写し）
　④住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
　⑤敷地も同時購入の場合は、敷地の登記簿謄（抄）本または登記事項証明書および敷地の売買契約書など敷地の取得価額を
　　明らかにできる書類（写し）
　⑥増改築の場合は、上の①～⑤のほかに建築確認済証の写しまたは増改築等工事証明書

○年末調整を受けていない方や公的年金を受給している方
　①社会保険料（国民健康保険など）の支払金額がわかる書類（国民年金保険料の場合は、「社会保険料（国民年金保険料）　
　　控除証明書」の提示または添付が必要）
　②生命保険料、損害保険料の所得控除証明書など

◆問い合わせ先
　土浦税務署個人課税部門
　（土浦市城北町4‐15）
　☎ 029 - 822 - 3516

◆問い合わせ先
　市伊奈庁舎税務課収納対策室
　☎ 58 - 2111（内線1140 ～ 1144）

　関東信越税理士会土浦支部では、次のとおり所得税・消費税の申告会場を開設します。（土・日・祝日除く）

開　設　期　間 会　場　所　在　地 相　談　対　象　な　ど

２月５日㈪～２月23日㈮
還付申告無料税務相談
　つくば市桜庁舎２階第２会議室（つくば市金田1979）

給与または年金所得者で、還付申告（中
途退職・医療費控除・住宅借入金等特別
控除など）をされる方
●受付時間　午前９時15分～ 11時
　　　　　　午後１時～３時

２月13日㈫～３月５日㈪
還付申告無料税務相談
　税理士会税務相談所（土浦市東真鍋町2‐5）

２月16日㈮～３月５日㈪
無料税務相談
　土浦税務署３号館会議室（土浦市城北町4‐15）

消費税の申告義務のある方
●受付時間　午前９時15分～午後３時

税目（税金の種類） 納期

固定資産税 １期～２期

軽自動車税 全期

国民健康保険税 １期～６期

市・県民税（普通徴収分）１期～３期

申 

告


